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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　注射シリンダ（７）を備えた注射器であって、連結部（９）によってシリンダ栓（８）
に連結され、かつ前記注射シリンダ内に挿入されたピストンロッド（１０）と、前記注射
シリンダ（７）の近位端部に設けられ、かつガイドスリーブ（２）に受容されたカニュー
レホルダ（３）内に組み込まれたカニューレ（４）を備えた構造群と、前記注射シリンダ
（７）の近位端部を液密にシールするためのシール部材（１）と、前記カニューレ（４）
を保護するための保護キャップ（６）とを有しており、該保護キャップの内周面に軸方向
に延在する複数のリブが設けられており、これらのリブが、駆動部（５）を回転駆動させ
るために該駆動部（５）の対応する溝内に係合する注射器において、
　前記シール部材（１）内に中空室（１ａ）が形成されており、該中空室（１ａ）は近位
側が閉鎖されていて、遠位側が開口（１ｂ）に移行していて、該開口（１ｂ）を介して前
記連結部（９）の尖端（９ａ）が前記中空室（１ａ）に連結可能であり、
　前記カニューレ（４）の遠位端部にフィルタアタッチメント（１３）が配置されていて
、前記カニューレ（４）とフィルタアタッチメント（１３）との間にフィルタ（１４）が
設けられていて、
　前記フィルタアタッチメント（１３）の遠位側は、前記シール部材（１）を突き破るよ
うに斜めにカットされていることを特徴とする、注射器。
【請求項２】
　前記シール部材（１）の近位端面側と、該シール部材（１）をガイドするガイドスリー
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ブ（２）の遠位端面側とが、軸対称に構成されていて、互いに堅固に差込可能である、請
求項１記載の注射器。
【請求項３】
　前記フィルタ（１４）が前記カニューレ（４）の開口及び／又はカニューレホルダ（３
）の開口を覆って前記フィルタアタッチメント（１３）によって堅固に保持されている、
請求項１又は２記載の注射器。
【請求項４】
　前記ガイドスリーブ（２）が傾倒することなく軸対称に保持されるように、前記ガイド
スリーブ（２）の外周面と、注射シリンダ（７）の近位端部の内周面及び／又は前記保護
キャップ（６）の遠位端部の内周面とが同一に構成されている、請求項１から３までのい
ずれか１項記載の注射器。
【請求項５】
　前記保護キャップ（６）が、目標破壊箇所を介して互いに接続されたほぼ管状の、相前
後して設けられた２つの区分（６ａ，６ｂ）より形成されている、請求項１から４までの
いずれか１項記載の注射器。
【請求項６】
　前記保護キャップ（６）の遠位区分（６ｂ）は、該遠位区分（６ｂ）の長さの主要な部
分に亘って、注射シリンダ（７）の近位端部に被せ嵌められ、該注射シリンダ（７）の近
位端部に堅固に結合されている、請求項５記載注射器。
【請求項７】
　保護キャップ（６）の遠位区分（６ｂ）が、内側に位置する環状溝を有しており、該環
状溝内に、シールリング（６ｃ）が配置されていて、該シールリング（６ｃ）によって、
前記保護キャップ（６）の遠位区分（６ｂ）と前記注射シリンダ（７）の近位端部との間
の密な接続が形成されるようになっている、請求項５又は６記載の注射器。
【請求項８】
　互いに入れ子式に嵌め込まれたカニューレ（４）とカニューレホルダ（３）と駆動部（
５）とガイドスリーブ（２）とシール部材（１）とから成る構造群が、注射シリンダ（７
）の近位端部の寸法を差し引いて、シール部材（１）の遠位端面まで、軸線方向でピスト
ンロッド（１０）のストロークよりも短いか又はピストンロッド（１０）のストロークと
同じである、請求項１から７までのいずれか１項記載の注射器。
【請求項９】
　連結部（９）の尖端（９ａ）がシリンダ栓（８）内に差し込まれており、該シリンダ栓
（８）が対応する盲穴（８ａ）を有していて、該盲穴（８ａ）の底部（８ｂ）が前記尖端
（９ａ）によって突き破られるようになっている、請求項１から８までのいずれか１項記
載の注射器。
【請求項１０】
　前記連結部（９）の遠位端部が保持爪（９ｂ）に移行していて、該保持爪（９ｂ）内に
ピストンロッド（１０）の連結ヘッド（１０ａ）が係止されている、請求項１から９まで
のいずれか１項記載の注射器。
【請求項１１】
　前記注射シリンダ（７）が、内側に環状隆起部（１２）を有している、請求項１から１
０までのいずれか１項記載の注射器。
【請求項１２】
　ピストンロッド（１０）の遠位端部が終端スリーブ（１０ｂ）を有していて、該終端ス
リーブの内径が、前記注射シリンダ（７）に堅固に結合された、保護キャップ（６）の遠
位区分（６ｂ）の近位端部の外径に相当する、請求項１から１１までのいずれか１項記載
の注射器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、注射シリンダを備えた注射器であって、連結部によってシリンダ栓に連結さ
れ、かつ前記注射シリンダ内に挿入されたピストンロッドと、前記注射シリンダの近位端
部に設けられ、かつガイドスリーブに受容されたカニューレホルダ内に組み込まれたカニ
ューレを備えた構造群と、前記注射シリンダの近位端部を液密にシールするためのシール
部材と、前記カニューレを保護するための保護キャップとを有しており、該保護キャップ
の内周面に、軸方向に延在する複数のリブが設けられており、これらのリブが、駆動部を
回転駆動させるために該駆動部の対応する溝内に係合するようになっている形式のものに
関する。
【０００２】
　本明細書において、「近位"Proximal"」の方向及び「遠位"distal"」の方向とは、患者
側から見て決定される。オリジナリティーシールつまり保護キャップ（回転させることに
よって取り除かれ、かつ回転させることによってカニューレを注射シリンダに接続する）
を備えた注射器は、国際公開第０３／０５７２８９号パンフレットにより公知である。こ
のような公知の注射器の構造上の欠点は、注射器使用後にカニューレが保護されなくなる
という点にある。このことは一方では怪我の危険性があることを意味し、他方では注射シ
リンダから薬の残りが意図せずに供給されることを意味する。国際公開第２００７／１１
２４７０号パンフレットによれば、注射シリンダ内に摺動可能な注射ヘッドを備えた注射
器が公開されている。注射器使用後に、ピストンロッドが注射ヘッドに接続され、この注
射ヘッドを注射シリンダ内に引き込むことができるようになっている。このような構造の
欠点は、注射シリンダに堅固に結合されたカニューレが、従来の保護キャップを備えてい
るだけである、という点にある。注射器を使用する前に、注射器のピストンロッドに意図
せずにぶつかると、薬がカニューレ内に達して、制御不能に吐出されることになる。
【０００３】
　オリジナリティーシールを備えているか、又は注射後にピストンロッドを引き戻すこと
によって注射器の注射ヘッドが注射シリンダ内に侵入走行できるようになっている注射器
も公知である。このような公知の構造の組み合わせは不可能である。国際公開第１９９７
４９４４４号パンフレット及び国際公開第１９９６０３１７１号パンフレットには、注射
シリンダに被せ嵌められているオリジナリティーシールが開示されている。この注射シリ
ンダは、近位端部の外周面も内周面も細くなっていて、それによって液体通路を形成して
いる。
【０００４】
　ドイツ連邦共和国実用新案登録第２９８２１６０９号明細書によれば、注射シリンダ内
に引き込み可能な注射ヘッドを備えた注射器が示されている。このような注射ヘッドに、
公知のオリジナリティーシールを備えることは、解決策にはならない。何故ならば、この
公知の注射器において提供された、カニューレを備えた注射ヘッドインサートは、傾かな
いように構成されているものでもなければ、注射シリンダに相対回動不能に結合されてい
るものでもないので、確実な操作は保証されないからである。国際公開第１９９１０００
９２号パンフレット並びにヨーロッパ特許公開第１５１４５６６号明細書にはピストンロ
ッドとカニューレを備えた注射ヘッドとを連結するための手段について開示されている。
この射出ヘッドはオリジナリティーシールを有してない。何故ならばこの射出ヘッドの主
要な構成部分はシール材料より成っていて、このシール材料にはオリジナリティーシール
の部分を接続することができないからである。アメリカ合衆国特許公告第２００５０２７
７８８０号明細書並びにＵＳ５２５６１５１号明細書には連結可能な射出ヘッドについて
開示されており、該射出ヘッドの、カニューレ保持手段は、オリジナリティーシールによ
って補うためには複雑すぎる。ＵＳ５０７８６９８号明細書には、カニューレを解放する
引き戻し可能な保護爪を備えた注射器について開示されている。このような形式の注射器
は、カニューレが注射シリンダに永久的に接続されていて、カニューレは注射後に保護爪
によって再び十分密に覆うことができない。
【０００５】
　本発明の課題は、冒頭に述べた形式の注射器を改良して、オリジナリティーシールを備
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えていない注射器の欠点、及び注射シリンダ内に引き込み可能な注射ヘッドを備えていな
い注射器の欠点を取り除き、カニューレと注射シリンダとが、保護キャップを取り外して
から始めて互いに接続され、注射器の使用後に射出ヘッドをカニューレと共にシリンダ内
に摺動させることができるようなものを提供することである。
【０００６】
　本発明は、シール部材内に中空室が形成されており、該中空室は近位側が閉鎖されてい
て、遠位側が開口内に移行していて、該開口を介して前記連結部の尖端が前記中空室に連
結可能であることを特徴としている。
【０００７】
　シール部材は、中空室を備えていて、該中空室によってピストンロッドに連結可能であ
って、それによって注射シリンダ内に摺動可能であり、またその近位側が壁部によって閉
鎖されている。この壁部によって、注射器を使用するまで注射シリンダを封印することが
保証される。注射器を使用するために、壁部はカニューレの遠位端部によって突き破られ
、それによって注射シリンダの容積とカニューレの容積との必要な接続が得られる。注射
が終了すると、シリンダ栓とシール部材とが互いに連結される。ピストンロッドによって
シリンダ栓を引き戻すことによって、シール部材と、このシール部材に堅固に接続された
ガイドスリーブとが、注射シリンダ内に挿入される。この際に、ガイドスリーブが、カニ
ューレとカニューレホルダと駆動部とから成る構造群を一緒にガイドする。このような構
造形式の注射器によれば、少ない部品点数しか必要とすることがなく、従って、例えばア
メリカ合衆国再審査証明書第６６１３０１６号明細書より成る注射器を、国際公開第１９
９７４９４４４号パンフレットによるオリジナリティーシールと接続する場合におけるよ
りも、より簡単に製造可能、かつより確実な操作性が得られる。
【０００８】
　本発明の有利な実施態様によれば、シール部材は、注射器の近位端部において、ガイド
スリーブが例えば同軸的な環状の連結部によってシール部材内に堅固に差込可能であるよ
うに、構成されている。また、シール部材には中空室が形成されており、この中空室は、
注射シリンダの内室に向かって開放しており、それによって前記中空室内に、ピストンロ
ッドの尖端が、注射終了後に接続される。遠位端部にはシール部材が接続されており、こ
の場合、シール部材の中空室に面した壁部がダイヤフラムとして構成されているので、一
方では注射シリンダの内室は密に閉鎖されていて、他方ではカニューレの尖端の遠位端が
前記ダイヤフラムを突き破ることができるようになっている。このような特性を有するシ
ール部材が一体的に構成されていることによって、注射ヘッドを短く、かつ安価に構成す
ることができ、確実な操作性が得られる。
【０００９】
　カニューレは、軸方向で直線状に滑動可能にガイドスリーブ内に差し込まれているカニ
ューレホルダによって、軸対称に保持される。カニューレの遠位端部は、オリジナリティ
ーシールの操作の前で終わっており、このオリジナリティーシールの操作によって、保護
キャップが回転せしめられ、カニューレホルダがカニューレと共にシール部材に向かって
、このシール部材の前まで移動せしめられる。この過程において、シール部材のダイヤフ
ラムを突き破るために、カニューレの遠位端部が、例えばアンチコアリング（anticoring
）法を実施した後で、斜めにカットされることによって鋭利にされる。
【００１０】
　選択的な実施例によれば、カニューレの遠位端部にフィルタアタッチメントが配置され
ていて、前記カニューレとフィルタアタッチメントとの間にフィルタが設けられており、
該フィルタが前記カニューレの開口及び／又はカニューレホルダの開口を介して前記フィ
ルタアタッチメントによって堅固に保持されている。シール部材を突き破るために、前記
フィルタインサートの遠位側は斜めにカットされている。
【００１１】
　ガイドスリーブの外周面が、注射シリンダの近位端部の内周面又は保護キャップの遠位
端部の内周面と同一に構成されているか、或いは注射シリンダの近位端部の内周面又は保
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護キャップの遠位端部の内周面と同一に構成されていれば、有利である。何故ならば、こ
れによってガイドスリーブが傾倒することなく軸対称に保持されるからである。
【００１２】
　ほぼ管状の保護キャップは、半径方向の目標破壊箇所を有しており、該目標破壊箇所は
保護キャップを回転させることによって破壊されるようになっているので、保護キャップ
の外側区分は遠ざけられ、内側区分は注射シリンダに堅固に結合された状態が維持される
。保護キャップの遠位区分の長さの大部分が、注射シリンダに被せ嵌められ、例えば形状
結合（形状による束縛）によって注射シリンダに当接しているか、かつ／または注射シリ
ンダの相応の環状隆起部に係止されていることによって、保護キャップの遠位区分と注射
シリンダとの堅固な結合が得られる。
【００１３】
　製造プロセス中に、注射シリンダを迅速かつ簡単に保護キャップに結合し、それと同時
に注射シリンダと保護キャップとの密な結合が得られるようにするために、保護キャップ
の遠位区分は内側に環状溝を有していて、該環状溝内にシリングリングが配置されている
。注射過程後にカニューレを完全に注射シリンダ内に引き戻すことができるようにするた
めに、注射ヘッドの構造群は、注射シリンダの近位端部の寸法を差し引いて、シール部材
の遠位端面まで、ピストンロッドのストロークよりも短いか又はピストンロッドのストロ
ークと同じである。
【００１４】
　連結部の尖端がシリンダ栓内に差し込み可能であって、この連結部の尖端を注射操作時
に突き破ることができるように、シリンダ栓は盲穴を有していて、該盲穴の底部は薄く構
成されている。
【００１５】
　注射ヘッドの構造群が注射シリンダ内に引き戻された後で、連結部がピストンロッドを
自由に移動させることができるように、連結部の遠位端部が保持爪内に移行しており、該
保持爪内に、ピストンロッドが連結ヘッドを介して係止可能、かつ係止解除可能である。
【００１６】
　注射シリンダは、遠位端部の内側に環状隆起部を有しており、それによって連結部は、
ピストンロッドが引き戻された後で、環状隆起部に当接し、さらに引き戻されるとピスト
ンロッドが連結部から連結解除されるようになっている。
【００１７】
　内側に位置するカニューレを備えた注射シリンダを最終的に閉鎖するために、ピストン
ロッドの遠位端部は終端スリーブとして構成されていて、該終端スリーブの内径は、注射
シリンダに堅固に結合された区分の近位端部の外径に相当する。このような形式で、連結
解除されたピストンロッドは注射シリンダのための栓として用いられる。
【００１８】
　本発明を以下に図面に示した実施例を用いて詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】注射器の分解図である。
【図２】注射ヘッドの縦断面図である。
【図３】使用前の注射器全体の縦断面図である。
【図４】注射シリンダを備えたカニューレを接続した後の注射器全体の縦断面図である。
【図５】保護キャップを取り外した後の注射器全体の縦断面図である。
【図６】シリンダ栓を突き通した後の注射器全体の縦断面図である。
【図７】注射後の注射器全体の縦断面図である。
【図８】カニューレを引き込んだ後の注射器全体の縦断面図である。
【図９】注射シリンダを閉鎖した後の注射器全体の縦断面図である。
【図１０】注射ヘッドの縦断面図である。
【００２０】
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　注射器は、図１に示したように注射シリンダ７を有しており、該注射シリンダ７の近位
端部に、シール部材１と、このシール部材１に堅固に結合されたガイドスリーブ２（この
ガイドスリーブ２内にカニューレホルダ３が滑動可能に配置されている）と、カニューレ
４と、回転可能かつ摺動可能な駆動部５とから成る構造群が配置されている。組み合わさ
れた注射器の近位端部は保護キャップ６によって閉鎖されている。この保護キャップ６は
、シールリング６ｃによってシールされて注射シリンダ７に被せ嵌められる。注射シリン
ダ７の遠位端部には、シリンダ栓８と、該シリンダ栓８内に差し込まれた連結部９とピス
トンロッド１０とから成る構造群が配置されている。
【００２１】
　図３は、注射シリンダ７内に液状の薬１１が収容されている、組み合わせられ、かつ吸
い上げられた注射器を示す。保護キャップ６はまだ動かされておらず、カニューレ４もま
だ注射シリンダに接続されていない。連結部９は、底部８ｂを有する盲穴８ａ内に差し込
まれている。
【００２２】
　図４では、保護キャップ６の近位区分６ａが回転され、それによって近位区分６ａと、
保護キャップの遠位区分６ｂとの接続が解除され、カニューレ４はカニューレホルダ３及
び駆動部５を介してシール部材１に向かって直線的に移動せしめられ、微粒子を発生させ
ることなくシール部材１を突き破る。図５に示されているように、保護キャップ６の近位
区分６ａを取り外した後で、注射器は挿入可能である。ピストンロッド１０を押すことに
よって、図６に示した連結部９の尖端９ａが、やはり微粒子を発生させることなく、シリ
ンダ栓８の底部８ａを突き破る。次いで、シリンダ栓８がシール部材１に向かって移動し
、それによって薬がカニューレを通って注射器から押し出される。
【００２３】
　図７には、注射後の注射器が示されている。シリンダ栓８は、シール部材１上に載って
いて、連結部９の尖端９ａがシール部材１に接続している。このために、図２に示されて
いるように、シール部材が中空室１ａを有しており、該中空室１ａは、その遠位端部に開
口１ｂを有していて、該開口１ｂの直径は、前記中空室１ａの直径よりも小さい。
【００２４】
　図８には、注射ヘッドの構造群が、どのようにして注射シリンダ７内に押し込まれるか
について示されている。ピストンロッド１０に引き寄せられた連結部９は、シール部材１
及び、このシール部材１に堅固に結合されたガイドスリーブ２と共に、注射シリンダ７の
スペース内に移動せしめられる。これによって、カニューレ４を有するカニューレホルダ
３が駆動部５と共に、注射シリンダ７内に移動せしめられる。図２に示されているように
、シール部材１とガイドスリーブ２との接続は、このシール部材１とガイドスリーブ２と
が、同軸的な環状溝を介して相互に差し込まれていて、互いに堅固に連結されていること
によって、軽減されている。図８に示されているように、連結部９は引き戻される際に、
環状隆起部１２上に載るので、さらに引き戻されると、ピストンロッド１０は連結部９か
ら連結解除される。
【００２５】
　図９に示されているように、ピストンロッド１０は、例えば保護キャップ６の遠位区分
６ｂによって形成される、注射シリンダ７の近位開口に被せ嵌められ、この近位開口を閉
鎖する。
【００２６】
　図１０の選択的な実施例によれば、カニューレ４の遠位端部は、傾斜区分の代わりに真
っ直ぐな区分を有しており、この場合、シール部材１を突き破る尖端は、フィルタアタッ
チメント１３によって得られる。このフィルタアタッチメント１３は、カニューレ４とカ
ニューレホルダ３とから成る構造群の遠位端部において保持されている。この選択的な実
施例は、準備時及び注射中に微粒子が薬の中に達する可能性のあるすべての構成部分の後
ろに微粒子フィルタを有する、という利点がある。
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